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１．地域公共交通総合連携計画の名称 

 かすみがうら市地域公共交通総合連携計画 

 
２．かすみがうら市地域公共交通活性化・再生総合事業計画の目的 

 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成１９年法律第５９号）第５条に基づくかす

みがうら市地域公共交通総合連携計画の円滑かつ確実な実施を確保するため、同計画において実

施することとされた事業の円滑かつ確実な立ち上げについて、同計画の計画期間の当初３年間に

おいて、特に、同法第６条に基づく協議会が、地域公共交通活性化・再生総合事業による支援を

活用しつつ、取り組むこととする事業について、かすみがうら市地域公共交通活性化・再生総合

事業計画（「総合事業計画」）として以下のとおりとりまとめ、計画的かつ効率的・効果的な実行

を確保することを目的とする。 

 
３．総合事業計画の全体事業計画 

（１）全体事業計画の目標 
（目標） 

本市における地域公共交通の基本的な方針として、既存の交通システムと連携した効果的で利

便性の高い公共交通システムの導入、来訪者のモビリティ向上による二次交通の充実を図り、観

光振興や地域の活性化等のまちづくりに寄与、地域公共交通会議を軸として、市民の多様な参画

や地域のニーズ把握に努めながら、関係者間の合意形成を図り、地域が検討や計画を協働で行う

ことができる機会の提供と共通認識、さらには公共交通の重要性といった意識の醸成等を基本と

し、持続可能な交通システムの確保に向け、公共交通を幹線・支線に機能分担を図り、市民が利

用しやすい効率的な公共交通ネットワークを整備するとともに、協働の取り組みにより既存公共

交通の利用促進を図る。 
（評価事項） 

・市街地の一体的連携 
・公共交通不便地域の解消 
・千代田地域と霞ヶ浦地域との公平性確保 
・病院、買物等へのアクセス向上等住民の生活の質的向上 
・行政コストの抑制 
・路線バスの活性化 
・住民の公共交通の利便性等に対する満足度の向上 
・観光客の足の確保による回遊性の向上と地域の活性化 
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（２）全体事業計画の事業スケジュール 

以下項目別に概ねの着手・実施期間を矢印（←→）、または横棒線（―――）で記載。 

事業の名称 
平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 

4 月   9 月  12 月  3 月 4 月   9 月  12 月   3 月 4 月  9 月  12 月  3 月 

デマンド型乗合タク

シー 
 
 

 
 

 
 

シャトルバスの運行 
（観光ｼｬﾄﾙﾊﾞｽ含む） 

 
 

 
 

 
 

乗継拠点におけるバ

ス停設備の充実 
   

簡易型バスロケーシ

ョンシステムの導入 
   

バリアフリー化の推

進 
   

運賃制度の改善    

利用促進方策の実施    

 
（３）全体事業計画の事業費等 

 

事業の名称 

総事業費 

（見込み） 
国費 

（見込み） 
地域の負担 

（見込み） 
デマンド型乗合タク

シー 
  

７２，０５０千円 
 

３６，０２５千円 
 

３６，０２５千円 
シャトルバスの運行   

４４，７５０千円 
 

２２，３７５千円 
 

２２，３７５千円 
乗継拠点におけるバ

ス停設備の充実 
  

２８，０００千円 
 

１４，０００千円 
 

１４，０００千円 
簡易型バスロケーシ

ョンシステムの導入 
  

１，２００千円 
 

６００千円 
 

６００千円 

バリアフリー化の推

進 
 

５００千円 
 

２５０千円 
 

２５０千円 
乗継運賃の導入 ０千円 

（運行経費に含む） 
０千円 

（運行経費に含む） 
０千円 

（運行経費に含む） 
利用促進方策の実施   

２，０００千円 
 

１，０００千円 
 

１，０００千円 

 
小計 

 
１４８，５００千円 

 
７４，２５０千円 

 
７４，２５０千円 

実証運行 本格運行 

実証運行 本格運行 

バス停整備 

設置 

神立駅等へ案内情報の提供 

マップ、WEB サイトの作成 

乗継運賃制度の導入 
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４．総合事業計画の各年度事業計画 

４－１．初年度（平成２２年度）事業計画 

（１）事業計画の概要（目標）等 

事業の名称 事業の概要（目標） 実行主体 評価事項 

デマンド型乗合タ

クシー 

・千代田地域への運行拡大

とサービス水準の向上を図

る。 

かすみがうら市 

美並タクシー 

千代田タクシー 

・市街地の一体的連携 

・病院、買物等へのアクセス向

上等住民の生活の質的向上 

・行政コストの抑制 

・千代田地域と霞ヶ浦地域との

公平性確保 

・観光客の足の確保による回

遊性の向上と地域の活性化 

シャトルバスの運

行 

・現在運行中の乗合タクシ

ーのルートを再編成し、域

外交通は幹線交通が担うも

のとしてシャトルバスの運

行を図る。 

かすみがうら市 

バス事業者 

乗継運賃の導入 ・市民全体に便利な公共交

通運行の周知を図り、潜在

需要の喚起と利用の促進を

図る。 

かすみがうら市 

交通事業者（バス、

タクシー） 

・住民の公共交通の利便性等に

対する満足度の向上 

・観光客の足の確保による回遊

性の向上と地域の活性化 

利用促進方策の実

施 

（２）事業費等 

 

事業の名称 

総事業費 

（見込み） 

国費 

（見込み） 

地域の負担 

（見込み） 

デマンド型乗合タ

クシー 

  
２０，５６０千円 

 
７，７２２千円 

 
１２，８３８千円 

シャトルバスの運

行 

  
８，１５０千円 

 
３，０６０千円 

 
５，０９０千円 

乗継運賃の導入 
０千円 

（運行経費に含む） 
０千円 

（運行経費に含む） 
０千円 

（運行経費に含む） 

利用促進方策の実

施 

  
３５０千円 

 
１３１千円 

 
２１９千円 

 
小計 

 

 
２９，０６０千円 

 
１０，９１３千円 

 
１８，１４７千円 

 



 ４ 

 
４－２．２年度（平成２３年度）事業計画 

（１）事業計画の概要（目標）等 

事業の名称 事業の概要（目標） 実行主体 評価事項 

デマンド型乗合タ

クシー 
・千代田地域への運行拡大

とサービス水準の向上を図

る。 

かすみがうら市 

美並タクシー 

千代田タクシー 

・市街地の一体的連携 

・病院、買物等へのアクセス向

上等住民の生活の質的向上 

・行政コストの抑制 

・千代田地域と霞ヶ浦地域との

公平性確保 

・観光客の足の確保による回

遊性の向上と地域の活性化 

シャトルバスの運

行 
・現在運行中の乗合タクシ

ーのルートを再編成し、域

外交通は幹線交通が担うも

のとしてシャトルバスの運

行を図る。 

かすみがうら市 

バス事業者 

バリアフリー化の

推進 
・すべての人に利用しやす

い公共交通とするため、主

要なバス停での案内情報の

提供などを促進する。 

バス事業者 

かすみがうら市 
・路線バスの活性化 

・住民の公共交通の利便性等に

対する満足度の向上 

乗継運賃の導入 ・市民全体に便利な公共交

通運行の周知を図り、潜在

需要の喚起と利用の促進を

図る。 

かすみがうら市 

交通事業者（バス、

タクシー） 

・住民の公共交通の利便性等に

対する満足度の向上 

・観光客の足の確保による回遊

性の向上と地域の活性化 

利用促進方策の実

施 

（２）事業費等 

 

事業の名称 

総事業費 

（見込み） 

国費 

（見込み） 

地域の負担 

（見込み） 

デマンド型乗合タ

クシー 
  

４１，１２０千円 
 

２０，５６０千円 

 
２０，５６０千円 

シャトルバスの運

行 
  

１６，３００千円 

 

８，１５０千円 

 
８，１５０千円 

バリアフリー化の

推進 
 

５０千円 
 

２５千円 

 

２５千円 

乗継運賃の導入 ０千円 
（運行経費に含む） 

０千円 
（運行経費に含む） 

０千円 
（運行経費に含む） 

利用促進方策の実

施 
  

３２０千円 

 

１６０千円 

 
１６０千円 

小計 ５７，７９０千円 ２８，８９５千円 ２８，８９５千円 
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４－３．３年度（平成２４年度）事業計画 

（１）事業計画の概要（目標）等 

事業の名称 事業の概要（目標） 実行主体 評価事項 

デマンド型乗合タ

クシー 
・千代田地域への運行拡大

とサービス水準の向上を

図る。 

かすみがうら市 

美並タクシー 

千代田タクシー 

・市街地の一体的連携 

・病院、買物等へのアクセス向

上等住民の生活の質的向上 

・行政コストの抑制 

・千代田地域と霞ヶ浦地域との

公平性確保 

・観光客の足の確保による回

遊性の向上と地域の活性化 

シャトルバスの運

行 
・現在運行中の乗合タクシ

ーのルートを再編成し、域

外交通は幹線交通が担う

ものとしてシャトルバス

の運行を図る。 

かすみがうら市 

バス事業者 

乗継拠点における

バス停設備の充実 
・乗継拠点における快適

性、利便性の向上を図り、

路線バスへの利用促進を

図る。 

かすみがうら市 

バス事業者 

・路線バスの活性化 

・住民の公共交通の利便性等に

対する満足度の向上 

簡易型バスロケー

ションシステムの

導入 

・主要バス停での利便性の

向上を図り、路線バスへの

利用促進を図る。 

かすみがうら市 

バス事業者 

バリアフリー化の

推進 
・すべての人に利用しやす

い公共交通とするため、主

要なバス停での案内情報

の提供などを促進する。 

バス事業者 

かすみがうら市 

乗継運賃の導入 ・市民全体に便利な公共交

通運行の周知を図り、潜在

需要の喚起と利用の促進

を図る。 

かすみがうら市 

交通事業者（バス、

タクシー） 

・住民の公共交通の利便性等に

対する満足度の向上 

・観光客の足の確保による回遊

性の向上と地域の活性化 

利用促進方策の実

施 

（２）事業費等 

 

事業の名称 

総事業費 

（見込み） 

国費 

（見込み） 

地域の負担 

（見込み） 

デマンド型乗合タ

クシー 
  

４１，１２０千円 
 

２０，５６０千円 

 
２０，５６０千円 

シャトルバスの運

行 
  

１６，３００千円 

 

８，１５０千円 

 
８，１５０千円 

乗継拠点における

バス停設備の充実 
  

２８，０００千円 

 

１４，０００千円 

 
１４，０００千円 

簡易型バスロケー

ションシステムの

導入 

  
１，２００千円 

 
６００千円 

 
６００千円 

バリアフリー化の

推進 
 

５０千円 
 

２５千円 

 

２５千円 
乗継運賃の導入 ０千円 

（運行経費に含む） 
０千円 

（運行経費に含む） 
０千円 

（運行経費に含む） 
利用促進方策の実

施 
  

３２０千円 

 

１６０千円 

 
１６０千円 

 
小計 

 
８６，９９０千円 

 
４３，４９５千円 

 
４３，４９５千円 


